
２０１２年９月２５日 

株式会社損害保険ジャパン 

 

損保ジャパンの「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト」が 

民間事業者として唯一「国連生物多様性の１０年日本委員会連携事業」に認定 

 

株式会社損害保険ジャパン（社長 櫻田謙悟、以下「損保ジャパン」）が展開している「Ｗｅｂ

約款で日本の自然を守ろう！ ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト」※1 が「国連生物多様性の 

１０年日本委員会（ＵＮＤＢ－Ｊ）」（委員長：一般社団法人 日本経済団体連合会 米倉弘昌会長）

が推奨する１０の連携事業に民間事業者として唯一認定されましたのでお知らせいたします。 

※1 お客さまに自動車保険加入時に選択いただいた「Ｗｅｂ約款」の実績に応じて、全国の環境ＮＰＯ等に損保ジャパンが 

 寄付を行い、地域のＮＰＯセンターや環境団体、日本ＮＰＯセンターと共同で市民参加型の生物多様性の保全活動を行う 

プロジェクト（専用ホームページ：http://savejapan-pj.net/sj2012/）を２０１１年から展開しています。 

 

１．「国連生物多様性の１０年日本委員会」連携事業の概要 

国連は、２０１１年から２０２０年までの１０年間を「国連生物多様性の１０年」と定め 

ており、生物多様性条約第１０回締約国会議（ＣＯＰ１０）で採択された目標（「愛知目標」）  

の達成に向けて、国際社会のあらゆるセクターが連携し、生物多様性の問題に取り組んで 

います。 

また、日本国内では、２０１１年９月に設立された「国連生物多様性の１０年日本委員会」

（以下「ＵＮＤＢ－Ｊ」）がこの「愛知目標」の達成を目的に、国内のあらゆるセクターの   

参画と連携を促進しています。 

 

 

 

２．今回の認定について 

ＵＮＤＢ－Ｊは、「愛知目標」の達成を促進するため、各種事業の中から、「多様な主体の 

連携」、「取組の重要性」、「取組の広報効果」などの観点から総合的に判断し、今年初めて 

１０の連携事業を認定、そのひとつに損保ジャパンの「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト」 

が選ばれました。今回の認定事業のうち、民間事業者からの選定は当社のみとなっています。   

また、今回の認定理由は以下の通りです。 

 

 

 



＜１＞多様な主体の連携 

   損保ジャパン、日本ＮＰＯセンター、全国のＮＰＯ支援センター、地域のＮＰＯなど    

多岐にわたるセクターが連携しているほか、全国各地で市民参加型の生物多様性の 

保全活動が行われており広域性がある。 

 

＜２＞取組の重要性 

   Ｗｅｂ約款を利用した寄付活動を事業活動に組み込むなど継続実施できる仕組みが 

整備されているほか、多様な市民団体との連携により全国各地の生物多様性保護の 

ための効果的な支援が行われている。 

 

＜３＞取組の広報の効果 

     Ｗｅｂ約款を利用した寄付活動には先進性があり、新たな取り組みを誘発する波及 

効果が期待できる。 

 

３．今後について 

「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡＮ プロジェクト」は、今年度から活動地域を４７都道府県に拡大し 

展開しています。当社は、今後も全国各地で生物多様性の保全に積極的に取り組んでまいり   

ます。 

 

以 上 


